
労務相談室
第4回

所属 愛知県社会保険労務士会
 労働問題研究会（アイチ士業ネットワーク）
 企業勤務経験を活かした労務管理を得意分野とする。

※個別のご相談は、中川法人会事務局を通して照会いただければ回答させていただきます。

特定社会保険労務士　大倉 昭治（あらた経営労務事務所）

『中小企業子育て支援助成金』
助成金特集第４弾。今回は、内容の拡充が図られ、また利用しやすいといわれている助成金を解説します。

どんな会社が利用できるのか？
育児休業または短時間勤務制度を導入後、初めて制度利用者がでた会社（常用労働者１００人以下）が利用できます。

1
どんな内容の助成金か？
以下のいずれかの措置を講じる事業主に支給されます。
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フローチャート

申 請 窓 口

従業員が子の出生後６ヵ月以上育児休業を取得し、職場復帰後６ヵ月以上常時継続して雇用されていること。

4

事例紹介3

[1]育児休業の付与

３歳未満の子を持つ従業員が、６ヵ月以上短時間勤務の制度を利用すること。
利用者が初めて出た場合、最大５人目まで（前年度は２人目まで）以下の額を支給します。

[2]短時間勤務制度の適用

Ｗ社の従業員Ｙさんは、平成２１年５月1日から１年間の育児休業を取
得し、職場復帰してから６ヵ月が経ちました。また、従業員Ｚさんは、
子どもが２歳になった平成２１年６月１日から１年５ヵ月間、短時間勤
務制度を利用し、通常勤務に戻ったところです。
ＹさんとＺさんはそれぞれ、Ｗ社が育児休業および短時間勤務制度を導入してから、初めての利用者でした。
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定めの廃止

③希望者全員を
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④65歳以上70
歳未満までの
定年の引上げ
と70歳以上ま
での継続雇用
制度を併せて
実施

⑤65歳安定継
続雇用制度導
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と希望者全員を
対象とする70
歳以上までの継
続雇用制度を併
せて実施

企業規模

1人～９人

10人～99人

100人～300人

40万円

60万円

80万円

80万円

120万円

160万円

40(20)万円

60(30)万円

80(40)万円

60万円

90万円

120万円

20(10)万円

30(15)万円

40(20)万円

50(30)万円

75(45)万円

100(60)万円

支　　給　　額

[2]65歳以上70歳未満の定年を定めている事業主　※過去に継続雇用定着促進助成金を受給した事業主も対象になります。

※短時間勤務の場合、
　制度利用日から６ヵ月を
　経過した日において、
　子が３歳未満でなければ
　なりません。

①70歳以上までの定年の引上げ又は定年の定めの廃止

６０歳の従業員の年間賃金 中小事業主

愛知県雇用開発協会

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構

３０万円×１２ヵ月＝３６0万円

奨励金

１２０万円

②希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度
企業規模

1人～９人

10人～99人

100人～300人

40万円

60万円

80万円

20万円

30万円

40万円

支　　給　　額

⬇

※賃金は65歳まで30万円で、ボーナスの支給はないものと仮定します。

注意点１ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、愛知労働局長に届け出るだけでなく、計画の公表・従業員への周知をしなければなりません。

注意点2 対象従業員を雇用保険の被保険者として、育児休業の場合は、子の出生前１年以上継続雇用していたこと、かつ職場復帰後６ヵ月以雇用していること、短時間勤務制度
 の場合は、制度利用日前１年以上継続して雇用していたことが必要です。

注意点3 この助成金は平成23年度までの時限的な助成金です。

⬇

⬇

⇩　①申請書等提出

⇩　②点検・送付　③審査

④支給決定
⑤送金　口座振込⬆⇧

短
時
間

勤　

務

1 人 目
育 児 休 業

6ヵ月以上1年以下
1年超2年以下
2年超

100万円
60万円
80万円
100万円

Ｙさん（育児休業／１人目）
Ｚさん（短時間勤務１年超２年以下／１人目）

80万円
4 0万円
60万円
80万円

100万円
80万円

2人目から5人目

対象従業員 受給額

事業主（常用労働者１００人以下）

財団法人２１世紀職業財団愛知事務所

育児休業・短時間勤務制度を利用する従業員
６ヵ月以上育児休業取得かつ

　職場復帰後６ヵ月以上常用雇用
または

６ヵ月以上短時間勤務制度利用

助成金の
支給申請

助成金の支給

支給申請
送付（財）２１世紀職業財団

愛知事務所

愛

知

労

働

局

〒450-0002 
名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル9F 
電話 052-586-7222 　ＦＡＸ 052-586-7225

～従業員の育児と職場復帰を
　支援する会社を応援します～


